
  ○大府市自治会等集会施設建築事業補助金交付要綱 

  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大府市自治会等集会施設建築事業補助金（以下「補助金」という。）

について、大府市補助金等交付規則（昭和４６年大府市規則第７号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 自治会等 自治会、町内会、隣組、地縁組織及び集合住宅の組織をいう。 

⑵ 補助事業団体 単独又は複数の団体で構成される自治会等のうち、補助事業に対し、

意思の統一がある団体をいう。 

⑶ 集会施設 補助事業団体が管理し、当該地区の住民が会議、社会教育活動、レクリ

エーション等の目的で健全な地域活動の用に供する施設をいう。 

⑷ 新築工事 集会施設を新たに建築する工事のうち、延床面積が３３平方メートル以上

で、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第６条第１項に規

定する確認の申請書（以下「確認申請書」という。）を要し、確認申請書の工事種別が、

「新築」であるものをいう。 

⑸ 増築工事 集会施設に接続して建て増しする工事のうち、延床面積が３３平方メー

トル以上で、確認申請書の工事種別が、「増築」であるものをいう。 

⑹ 改築工事 集会施設の一部を取り壊し、かつ、その部分に改めて建築する工事のう

ち、延床面積が３３平方メートル以上で、確認申請書の工事種別が、「改築」であるも

のをいう。 

⑺ 取得事業 延床面積が３３平方メートル以上の既存の建物を、集会施設として購入

すること（集合住宅の区分所有権及び中古建物を含む。）をいう。 

⑻ 改修工事 １件３０万円以上の集会施設の修繕、模様替えその他集会施設の本来の

機能を維持するための改良工事をいう。 

⑼ 解体工事 既存の集会施設について、全部を取り壊す工事をいう。 

⑽ 耐震診断事業 昭和５６年５月３１日以前に建築された集会施設を調査し、地震に

対する安全性を評価することをいう。 

（対象団体） 

第３条 補助金の交付の対象となる団体は、補助事業団体のうち、市長が認めた団体とする。

ただし、社宅又は公営住宅等で構成されるものは、補助金の交付の対象としない。 

（対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「対象事業」という。）は、第２条第４号か

ら第10号までに掲げる工事及び事業とする。 

（対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費は、別表第１のとおりとする。 

（補助金の額） 



第６条 補助金の額は、別表第２のとおりとする。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助事業団体は、工事又は事業に着手する前に補助

金等交付申請書に、別表第３に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（補助金の請求） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた補助事業団体が、補助金の交付を受けようとすると

きは、補助金交付請求書に、別表第４に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

（財産処分の制限） 

第９条 補助事業団体は、この要綱に基づく補助事業により取得した集会施設を善良な管

理者の注意をもって管理するとともに、健全な自治活動を助長するよう十分留意し、効

率的な運用を図らなければならない。 

２ 補助事業の対象となった集会施設は、市長の承認を受けないで他人に譲渡し、交換し、

又は貸し付け、若しくは担保に供してはならない。 

（集会施設の表示） 

第１０条 補助事業団体は、第８条の補助金交付請求書を提出する前に、当該集会施設の

正面に、集会施設の名称を掲げなければならない。 

（関係書類の整備等） 

第１１条 補助事業団体は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備えるとともに、その

証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業実施の翌年度から５年間保存

しなければならない。 

２ 補助事業に係る支出が完了したときは、速やかに、その証拠となる書類の写しを、市

長に提出しなければならない。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則  

この要綱は、昭和５５年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年６月１５日から施行する。 



附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第４条、第５条関係） 

対象事業 対象経費 

新 築 工 事 

増 築 工 事 

改 築 工 事 

建物の本体に係る工事費用（外構工事費、造成工事費、土地購

入費及び備品購入費を除く。）及び設計監理に係る費用 

取 得 事 業 建物の取得に係る費用（土地購入費及び備品購入費を除く。） 

改 修 工 事 

建物の改修に係る費用（外構工事費、造成工事費、土地購入費及

び備品購入費を除く。ただし、バリアフリー化に係る外構工事費及

び下水道への接続工事費は、対象とする。） 

建物本体の耐震補強に係る費用 

解 体 工 事 
建物本体の解体に係る費用（解体工事に起因して生じた瓦礫

れき

その

他廃材の処理並びに建物内の既存設備の処分に係る費用を含む。） 

耐震診断事業 建物本体の耐震診断に係る費用 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第６条関係） 

対象事業 補 助 率 限 度 額 

新 築 工 事 対象経費の２分の１ ６００万円 

増 築 工 事 対象経費の２分の１ ２００万円 

改 築 工 事 対象経費の２分の１ ６００万円 

取 得 事 業 対象経費の２分の１ 

６００万円。ただし、購入する建物

が中古建物のときは、次の計算式に

より算出した額を限度額とする。 

｛１－（０.８×経過年数）÷耐用

年数｝×６００万円 

耐用年数は、減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和４０年大蔵

省令第１５号）別表に規定する耐用

年数とする。 

改 修 工 事 対象経費の２分の１ ２００万円 

解 体 工 事 対象経費の２分の１ ３００万円 

耐震診断事業 対象経費の２分の１ ３０万円 

備考 この表の規定により算出した額に、１万円未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てる。 



別表第３（第７条関係） 

    対象事業 

 

  添付書類 

新
築
工
事 

増
築
工
事 

改
築
工
事 

取
得
事
業 

改
修
工
事 

解
体
工
事 

耐
震
診
断
事
業 

備  考 

⑴補助事業団体規約 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

⑵補助事業団体役員名簿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

⑶補助事業団体区域図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

⑷集会施設建築等を決議

した補助事業団体総会議

事録 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

⑸補助事業団体活動実績

書 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

⑹補助事業費見積書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

⑺補助事業費収支予算書 ○ ○ ○ ○ ○ ○   

⑻補助事業計画概要 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

⑼集会施設平面図 ○ ○ ○ ○  ○   

⑽集会施設立面図 ○ ○ ○      

⑾改修工事計画図     ○    

⑿集会施設位置図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

⒀申請建物の写真  ○ ○ ○  ○ ○  

⒁改修部分の改修前の写

真 
    ○   

 

⒂補助事業用地の登記事

項証明書 
○ ○ ○ ○  ○  

借地の場合には、

貸借契約書又は

承諾書 

⒃取得しようとする建物

の登記事項証明書 
   ○    

 

⒄耐震診断結果報告書     ○   

地震に対する安全

性の向上を目的と

して実施する補強

工事のとき 

⒅集会施設管理規程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

⒆その他市長が必要と認

めるもの 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 



別表第４（第８条関係） 

     対象事業 

 

添付書類 

新
築
工
事 

増
築
工
事 

改
築
工
事 

取
得
事
業 

改
修
工
事 

解
体
工
事 

耐
震
診
断
事
業 

備  考 

⑴補助事業等実績報告書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

⑵補助金等交付決定通知

書の写し 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

⑶完成図（平面図） ○ ○ ○      

⑷完成図（立面図） ○ ○ ○      

⑸改修工事完成図     ○    

⑹完成写真 ○ ○ ○ ○ ○ ○   

⑺工事請負等契約書の写

し 
○ ○ ○  ○ ○ ○ 

 

⑻売買契約書の写し    ○     

⑼耐震診断結果報告書       ○  

⑽法第６条第１項に規定

する確認済証の写し 
○ ○ ○     

 

⑾法第７条第５項に規定

する検査済証の写し 
○ ○ ○     

 

⑿その他市長が必要と認

めるもの 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

 


